
○木更津市老人福祉センター管理規則

昭和50年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条　この規則は、木更津市老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年木更津市条例第48号。以下

「条例」という。)第14条の規定により、木更津市老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し

必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条　条例第8条第1項の規定により、センターの使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、

使用しようとする日の7日前までに老人福祉センター使用(取消し・変更)許可申請書(別記第1号様式)を指定管理

者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に提出しなけ

ればならない。

(使用の許可)

第3条　指定管理者は、センターの使用を許可したときは、老人福祉センター使用(取消し・変更)許可書(別記第2

号様式)を交付するものとする。

(入場証)

第4条　前2条の規定にかかわらず、個人がセンターを使用する場合は使用しようとする日に老人福祉センター使用

許可申請書(別記第3号様式)に所定の事項を記載し、老人福祉センター入場証(別記第4号様式)の交付を受けて使

用することができる。

(使用の不許可、取消し、変更)

第5条　センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その取消し又はその内容の変更をしようと

するときは、老人福祉センター使用(取消し・変更)許可申請書を使用する日前までに指定管理者に提出しなけれ

ばならない。

2　使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない限り、これを許可するものとする。

3　指定管理者は、使用の取消し又は変更を許可したときは、老人福祉センター使用(取消し・変更)許可書を使用

者に交付するものとする。

4　条例第9条の規定によりセンターの使用を許可しないとき、又は条例第10条の規定によりその使用を制限し、若

しくはその許可を取消し、若しくは停止させるときは、老人福祉センター使用不許可(取消し・停止)通知書(別

記第5号様式)を申請者又は使用者に交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条　使用者は、条例及びこの規則に定める事項並びにセンターの使用許可条件を守らなければならない。

(使用料の減免)

第7条　市長は、次の表の左欄に掲げる団体が同欄の事業の目的のためセンターを使用する場合は、条例第12条の

規定により同表右欄に掲げる割合により使用料を減免することができる。

基準 割合

市又は老人の保護福祉に関係を有する機関又は団体若しくは公共的団体が老人福祉の
増進のための事業等を行う場合

全額免除

社会福祉、社会教育等の団体が使用する場合で管理者が特別の理由があると認めたと
き

半額免除

2　使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第2条の規定による使用許可申請書を提出するとき、併せて老人

福祉センター使用料減免申請書(別記第6号様式)を提出しなければならない。

(行為の許可)

第8条　センターにおいて、広告その他これに類するものの掲示若しくは配布の行為をしようとする者は、あらか

じめ老人福祉センター模様替え等許可申請書(別記第7号様式)により市長の許可を受けなければならない。

(準備及び原状の回復)

第9条　センターの使用の準備及び原状の回復は、指定管理者の指示に従いすべて使用者がこれに当たらなければ

ならない。

(委任)

第10条　この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

附　則

この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

附　則(昭和61年3月29日規則第13号)

(施行期日)

1　この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過規定)



2　この規則施行の際改正前の木更津市老人福祉センター管理規則の規定に基づき使用の許可を受けている者につ

いては、改正後の木更津市老人福祉センター管理規則の相当規定に基づき許可されたものとみなす。

(木更津市老人福祉センター職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の廃止)

3　木更津市老人福祉センター職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(昭和50年木更津市規則第3号)は、廃止

する。

附　則(平成元年3月31日規則第26号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附　則(平成3年12月21日規則第33号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

附　則(平成12年3月28日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附　則(平成13年3月30日規則第28号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附　則(平成17年3月31日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附　則(平成17年9月7日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附　則(平成27年12月16日規則第105号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。



別記第1号様式(第2条・第5条第1項)
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